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新 旧 対 照 表 

改 正 後 改 正 前 

 

目  次 
 

第１章～第５章（省略） 

 

第６章 申告書用紙及び決算書用紙の送付に関する事務 

 

個⑥001～個⑥025-3（省略） 

 

（削除） 

 

個⑥026 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 26 年３月 31 日以前に住宅耐震改修

をした方用） 

 

（削除） 

 

個⑥026-1 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 26年４月１日以後に住宅耐震改修

をした方用） 

 

個⑥026-2 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成 26年３月 31日以前居住用） 

 

個⑥026-3 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書（平成 26年４月１日以後居住用） 

 

個⑥26-4 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成 26年３月31日以前居住用） 

 

個⑥26-5 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成 26年４月１日以後居住用） 

 

個⑥027～個⑥029（省略） 

 

個⑥029-1 債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書 

 

個⑥030～個 035-4（省略） 

 

個⑥035-5 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書（平成 26年分

以降用） 

 

個⑥035-6 中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書

（平成 26年分以降用） 

 

（削除） 

 

目  次 
 

（同左） 

 

第６章 申告書用紙及び決算書用紙の送付に関する事務 

 

（同左） 

 

個⑥026 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 23年６月 29日以前契約用） 

 

（新設） 

 

 

個⑥026-1 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 23年６月 30日以後契約用） 

 

（新設） 

 

 

個⑥026-2 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 

 

（新設） 

 

個⑥26-4 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書 

 

（新設） 

 

（同左） 

 

（新設） 

 

（同左） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

個⑥036 試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書 

別紙 
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改 正 後 改 正 前 

 

個⑥036 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥036-1 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金額、比較試

験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 

 

（削除） 

 

 

個⑥037 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

（削除） 

 

個⑥039～個⑥041-1（省略） 

 

個⑥041-2 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書

（平成 26年分以降用） 

 

個⑥042～個⑥043（省略） 

 

（削除） 

 

 

個⑥045～個⑥050（省略） 

 

（削除） 

 

個⑥051 事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書

(平成 22年分以降用） 

 

個⑥052～個⑥053（省略） 

 

（削除） 

 

 

個⑥054 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関す

る明細書（平成 22年分以降用） 

 

個⑥055～個⑥057（省略） 

 

（削除） 

 

 

個⑥036-1 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥036-2 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金額、比較試

験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 

 

個⑥037 試験研究費の総額・特別共同試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明

細書 

 

個⑥037-1 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥038 中小企業者の試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

（同左） 

 

（新設） 

 

 

（同左） 

 

個⑥044 中小企業者が機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取

戻税額に関する明細書 

 

（同左） 

 

個⑥051 プログラム等準備金に関する明細書 

 

個⑥051-1 事業基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書

(平成 22年分以降用） 

 

（同左） 

 

個⑥054 事業基盤強化設備を対象事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻

税額に関する明細書 

 

個⑥054-1 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関

する明細書（平成 22年分以降用） 

 

（同左） 

 

個⑥058 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリー

ス特別控除取戻税額に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 

 

（削除） 

 

 

個⑥058 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥059 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する

明細書 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

個⑥060 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書(平成 26 年分

以降） 

 

個⑥061 国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除に関する

明細書 

 

個⑥062 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥063 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥064 情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書（平

成 22年分用） 

 

個⑥064-1 情報基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書

(本表) 

 

個⑥064-2 情報基盤強化設備等に係る繰越税額控除限度超過額の計算上控除される金額

に関する明細書（付表） 

 

（削除） 

 

 

個⑥065 教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥066 中小企業者の教育訓練費の額に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥059 沖縄の特定中小企業者の経営革新設備に係るリース資産の使用状況等に関する

明細書 

 

個⑥059-1 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥059-2 特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関す

る明細書 

 

個⑥060 情報通信機器等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥061 情報通信機器等に係る繰越税額控除限度超過額の計算上控除される金額に関す

る明細書 

 

個⑥062 情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に

関する明細書 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

個⑥062-1 情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書

（平成 22年分用） 

 

個⑥063 情報基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書

(本表) 

 

個⑥064 情報基盤強化設備等に係る繰越税額控除限度超過額の計算上控除される金額に

関する明細書（付表） 

 

個⑥065 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税

額に関する明細書 

 

個⑥066 教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

個⑥067 中小企業者の教育訓練費の額に係る所得税額の特別控除に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 

 

個⑥067 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書 

 

個⑥068～個⑥071（省略） 

 

個⑥071-1 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費参入に関する明細書 

 

個⑥072～個⑥083（省略） 

 

（削除） 

 

個⑥085～個⑥090（省略） 

 

個⑥090-1 所得税及び復興特別所得税の申告書付表（先物取引に係る繰越損失用）（東日

本大震災の被災者の方用） 

 

個⑥091～個⑥109-3（省略） 

 

個⑥109-4 平成 26年分の所得税及び復興特別所得税の 申告書（損失申告用）付表（東

日本再震災の被災者の方用） 

 

個⑥110～個⑥113（省略） 

 

（後略） 

 

個⑥067-1 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書 

 

（同左） 

 

（新設） 

 

（同左） 

 

個⑥084 申告書第三表（分離課税用）（平成十五年分以降用） 

 

（同左） 

 

（新設） 

 

 

（同左） 

 

（新設） 

 

 

（同左） 

 

（後略） 
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改 正 後 改 正 前 

個④001 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書【表面】 

 

個④001 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書【表面】 
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改 正 後 改 正 前 

個④001 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書【裏面】 

 

個④001 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書【裏面】 
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改 正 後 改 正 前 

個④003 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書【裏面】 

 

個④003 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書【裏面】 

 
 

書  き  方 
 
１ この請求書は、本年において生じた純損失の金額の繰戻

しによる所得税の還付の請求をする場合に提出するもので

す。 

 

２ この請求書は、繰戻しを行う純損失の金額が生じた年分

の確定申告書とともに確定申告期限までに提出してくださ

い。 

 

３ この請求書の各欄は、次のように書いてください。 

 ⑴ 「平成 年分の純損失の金額」①～⑥欄の各欄は、次

のように書いてください。 

  イ 「平成 年分の純損失の金額」欄 

    空欄には、純損失の金額が生じた年分の年を書きま

す。 

  ロ 「Ａ 純損失の金額」①～③欄の各欄 

    純損失の金額の内訳を書きます。 

    この場合、事業の廃止などの特別な事由により、そ

の前年分に生じた純損失の金額を前々年分に繰戻しを

しようとする方で、既にその一部を繰り戻した金額が

あるとき、又は廃止などした年分の所得金額から控除

した金額があるときは、これらの金額を差し引いた残

りの純損失の金額を書きます。 

  ハ 「Ｂ Ａのうち前年分に繰り戻す金額」④～⑥欄の

各欄「Ａ 純損失の金額」①～③欄の純損失の金額の

うち前年分に繰り戻す金額をそれぞれ書きます。 

    なお、純損失の金額は、その全部を繰り戻さないで、

一部を繰り戻し、残りを翌年以降３年間に繰り越して

翌年以後の所得金額から差し引くこともできます。 

 ⑵ 「前年分の税額」⑦～⑭欄の各欄は、次のように書き

てください。 

  イ 「Ｃ 課税される所得金額」⑦～⑨欄及び「Ｄ Ｃ

に対する税額」⑩～⑬欄の各欄 

純損失の金額が生じた年の前年分の課税される所

得金額（分離課税の上場株式等の配当所得、分離課税

の土地建物等の譲渡所得、分離課税の株式等の譲渡所

得等、分離課税の先物取引の雑所得等を除きます。ま

た、既に純損失の一部について繰戻しをしている場合

は、その繰り戻した金額を差し引いた金額）及びそれ

に対する算出税額の内訳を前年分の確定申告書の控

えなどから転記します。 

ロ 「源泉徴収税額を差し引く前の所得税額」⑭欄 

純損失の金額が生じた年の前年分の源泉徴収税額

を差し引く前の所得税額（※）を前年分の確定申告書

の控えなどから転記します。 

※ 分離課税の上場株式等の配当所得、分離課税の土 

地建物等の譲渡所得、分離課税の株式等の譲渡所得

等、分離課税の先物取引の雑所得等に対する税額を

除きます。 

       また、既に純損失の金額の一部について繰戻しに

よる所得税額の還付を受けている場合には、その還

付金額を差し引いた金額になります。 

      なお、税額控除額のうちに、外国税額控除額が含

まれている場合は、外国税額控除及び源泉徴収税額

を差し引く前の所得税額から所得税に係る外国税額

控除額を差し引いた金額になります。 

⑶ 「繰戻し額控除後の税額」⑮～㉑欄の各欄は、次のよう

に書いてください。 

イ 「Ｅ 繰戻し後の課税される所得金額」⑮～⑰欄の各

欄 

     「Ｃ 課税される所得金額」⑦～⑨から「Ｂ Ａのう

ち前年分に繰り戻す金額」④～⑥を差し引いた金額を

書きます。 

     なお、その差し引き方については、一定の順序があ

りますから、詳しくは税務署におたずねください。 

   ロ 「Ｆ Ｅに対する税額」⑱～㉑欄の各欄 

     「⑮」～「⑰」までの各欄の金額について、それぞ

れ純損失の生じた年の前年分の税額表などを適用して

求めた算出税額を書きます。 

なお、前年分の所得税について変動所得及び臨時所

得の平均課税を受けている方は、税額の計算が複雑で

すから、税務署におたずねください。 

⑷ 「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金

の受取りに当たって、 

① 銀行等の預金口座に振込みを希望される場合は、銀

行などの名称、預金の種類及び口座番号を、 

② ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望される場合

は、貯金総合通帳の記号番号を、 

   書いてください。 

なお、還付される税金の受取りには預貯金口座（ご本人

名義の口座に限ります。）への振込みをご利用ください。 

   （注） ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取

りを希望される場合は、受取りを希望する郵便局名

等を記入してください。 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥003 肉用牛の売却による所得の税額計算書 

 

個⑥003 肉用牛の売却による所得の税額計算書 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥005 所得の内訳書【裏面】 個⑥005 所得の内訳書【裏面】 



10 

改 正 後 改 正 前 

個⑥006 給与所得者の特定支出に関する明細書【一面】 個⑥006 給与所得者の特定支出に関する明細書【一面】 

申告書第一表の「所得金額」欄の給与に転記してください。 

（注）⑯欄が赤字の場合は特定支出控除の適用はありません。 

申告書第一表の「収入金額等」欄の給与の金額を書いてください。 

確定申告の手引きで計算した所得金額を書いてください。 

 

 

 
（平成 年分） 
１ 特定支出の金額 

 
２ 特定支出控除適用後の給与所得金額 

 

 

◎ 上記⑩の金額を申告書第二表の「特例適用条文等」欄に書きます。記載例：特例適用条文等 所法５７の２ XXX,XXX 円 
 
◎ 上記⑪の数字を申告書第一表の「所得金額」欄の給与の「区分」欄に書きます。 
 

◎ 給与所得者の特定支出控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください。 

【
区
分
１
】 

通
勤
費 

通 勤 の 経 路 ・ 方 法 Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

通勤の経路・方法については二面の所定の欄に書いてください。 円 円 ① 円 

【
区
分
２
】 

〔
転
任
に
伴
う
も
の
〕 

転 

居 

費 

転 
任 
前 

勤務地  転 
任 
後 

勤務地  

住 所 
（又は居所）  

住 所 
（又は居所）  

（再転任をした場合など書ききれないときはこの欄に書いてください。） Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

円 円 ② 円 

【
区
分
４
】 

 
 

研 

修 

費 

研 修 の 内 容 Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

 
円 円 イ 円 

   
ロ  

（職務の内容） 計 
（イ＋ロ） ③  

【
区
分
８
】 

す
る
た
め
の
費
用 

 

人
の
資
格
を
取
得 

資
格
取
得
費 

資 格 の 内 容 Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

 
円 円 ハ 円 

   
ニ  

（職務の内容） 計 
（ハ＋ニ） ④  

【
区
分
16
】 

伴
う
も
の 

 
 

単
身
赴
任
に 

帰
宅
旅
費 

勤 務 地 
（又は居所）  

配偶者等の 
居住する場所  

勤務地や配偶者等の居住する場所が変わった場合など 

書ききれないときは、この欄に書いてください。 Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

 円 円 ⑤ 円 

勤 

務 

必 

要 

経 

費 

【
区
分
32
】 

図 

書 

費 

図 書 名 及 び 内 容 Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

 
円 円 ホ 円 

 
  ヘ  

（職務の内容） 計 
（ホ＋ヘ） ⑥   

【
区
分
64
】 

衣 

服 

費 

衣 服 の 種 類 Ⓐ支出金額 
Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

 
円 円 ト 円 

 
  チ  

（職務の内容） 計 
（ト＋チ） ⑦   

【
区
分
128
】 

交 

際 

費 

等 

接 待 等 に つ い て 
Ⓐ支出金額 

Ⓑ補塡される金額 
のうち非課税部分 Ⓒ差引金額（Ⓐ－Ⓑ） 

内  容 相手方の氏名・名称 相手方との関係 

   
円 円 リ 円 

   
  ヌ  

（職務の内容） 計 
（リ＋ヌ） ⑧   

小  計 
（⑥＋⑦＋⑧） 

⑨ 
(最高 65万円) 

特 定 支 出 の 合 計 額 
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑨） 

⑩ 
 

適用を受ける特定支出の区分の合計 
（適用を受ける特定支出の各区分の【番号】を合計します。） 

⑪ 
 

給与等の収入金額の合計額 ⑫ 円 

特定支出控除適用前の給与所得金額 ⑬  

給与所得控除額 
（⑫－⑬） 

⑭ 
 

⑭×１／２ ⑮ 
(⑫欄が 1,500万円を超える場合は 125万円) 

特定支出控除の金額 
（⑩－⑮） 

⑯ 
(赤字の場合は０) 

特定支出控除適用後の給与所得金額 

（⑫－⑭－⑯） 
⑰ 

 

 

一

面 

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

一
面 

給 与 所 得 者 の 特 定 支 出 に 関 す る 明 細 書 
（平成 25年分以降用） 

住所            

氏名            



11 

改 正 後 改 正 前 

個⑥006 給与所得者の特定支出に関する明細書【二面】 個⑥006 給与所得者の特定支出に関する明細書【二面】  
 
◎ 通勤の経路及び方法 
○ 年の中途で通勤の経路及び方法が変わったときは、変更後の経路及び方法も書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書ききれないときは適宜の用紙に記載してそれをこの明細書に添付してください。 

 
（参考事項） 

 
○ 一面の「適用を受ける特定支出の区分の合計」⑪欄は、例えば、次のように書いてください。 

・通勤費のみについて適用を受ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通勤費の区分「１」 

・研修費と資格取得費（人の資格を取得するための費用）について適用を受ける場合 

・・・・・・・・・・研修費の区分「４」と資格取得費(人の資格を取得するための費用)の区分「８」を合計した「12」 

・転居費（転任に伴うもの）と帰宅旅費（単身赴任に伴うもの）と図書費について適用を受ける場合 

・・・・・・・・・・・・・・転居費（転任に伴うもの）の区分「２」と帰宅旅費（単身赴任に伴うもの）の区分「16」 

と図書費の区分「32」を合計した「50」 

○ 適用を受ける特定支出の区分（通勤費、転居費（転任に伴うもの）、研修費、資格取得費（人の資格を取得するための費用）、帰宅旅

費（単身赴任に伴うもの）、勤務必要経費の別（勤務必要経費については、図書費、衣服費、交際費等に区分します。））ごとに、それぞ

れの支出の内訳を三面及び四面に書いてください。 

○ 三面及び四面に書ききれないときは、適宜の用紙に記載してそれをこの明細書に添付してください。 

○ 三面及び四面に書いたⒶ、Ⓑ及びⒸの各欄の金額を特定支出の区分ごとに（研修費・資格取得費（人の資格を取得するための費用）

については研修の内容及び資格の内容が異なるごとに、勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費等）については図書の内容、衣服の種

類及び接待等の内容が異なるごとに）合計し、それぞれの合計額を一面のⒶ、Ⓑ及びⒸの各欄にそれぞれ転記してください。ただし、

通勤費については、三面及び四面の通勤費のⒸ欄の合計額が１月当たりの定期券等の額の合計額を超える場合には、一面のⒸ欄にはそ

の定期券等の額の合計額を書き、その金額の頭部に○定と表示してください。 

 

 

ニ

面 

 

給
与
等
の
支
払
者
の
証
明
書
の
右
端
を
こ
こ
に
は
っ
て
く
だ
さ
い
。 



12 

改 正 後 改 正 前 

個⑥009 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書【裏面】 個⑥009 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書【裏面】 



13 

改 正 後 改 正 前 

個⑥010 平成 年分医療費の明細書【裏面】 個⑥010 平成 年分医療費の明細書【裏面】 



14 

改 正 後 改 正 前 

個⑥012 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書【一面】 個⑥012 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書【一面】 



15 

改 正 後 改 正 前 

個⑥012 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書【二面】 個⑥012 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書【二面】 



16 

改 正 後 改 正 前 

個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【一面】 個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【一面】 



17 

改 正 後 改 正 前 

個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額計算明細書【二面】 個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【二面】 



18 

改 正 後 改 正 前 

個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【書き方・１ページ】 個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【書き方・１ページ】 



19 

改 正 後 改 正 前 

個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【書き方・２ページ】 個⑥020 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書【書き方・２ページ】 



20 

改 正 後 改 正 前 

個⑥022 （付表１）補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得資金の贈

与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書【表面】 

個⑥022 （付表１）補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得資金の贈

与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書【表面】 



21 

改 正 後 改 正 前 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【一面】 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【一面】 



22 

改 正 後 改 正 前 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【二面】 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【二面】 



23 

改 正 後 改 正 前 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【三面】 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【三面】 



24 

改 正 後 改 正 前 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【書き方・１ページ】 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【書き方・１ページ】 



25 

改 正 後 改 正 前 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【書き方・ページ】 

個⑥024 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び

居住の用に供した方用）【書き方・２ページ】 



26 

改 正 後 改 正 前 

個⑥025 政党等寄付金特別控除額の計算明細書【表面】 個⑥025 政党等寄付金特別控除額の計算明細書【表面】 



27 

改 正 後 改 正 前 

個⑥025 政党等寄付金特別控除額の計算明細書【裏面】 個⑥025 政党等寄付金特別控除額の計算明細書【裏面】 



28 

改 正 後 改 正 前 

個⑥025-1 認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書【表面】 個⑥025-1 認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書表面】 



29 

改 正 後 改 正 前 

個⑥025-1 認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書【裏面】 個⑥025-1 認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除額の計算明細書【裏面】 



30 

改 正 後 改 正 前 

個⑥025-2 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書【表面】 個⑥025-2 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書【表面】 



31 

改 正 後 改 正 前 

個⑥025-2 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書【裏面】 個⑥025-2 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書【裏面】 

 



32 

改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥026 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 23年６月 29日以前

契約用） 

 



33 

改 正 後 改 正 前 

個⑥026 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 26年３月 31日以前

に住宅耐震改修をした方用） 

 

（新設） 



34 

改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥026-1 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 23年６月 30日以

後契約用） 

 



35 

改 正 後 改 正 前 

個⑥026-1 住宅耐震改修特別控除の計算明細書（平成 26 年４月１日以

後に住宅耐震改修をした方用） 

（新設） 



36 

改 正 後 改 正 前 

  



37 

改 正 後 改 正 前 

個⑥026-2 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成 26 年３月

31日以前居住用） 

個⑥026-2 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 



38 

改 正 後 改 正 前 

個⑥026-3 住宅特定改修特別税額控除の計算明細書（平成 26 年４月１

日以後居住用） 

（新設） 



39 

改 正 後 改 正 前 

個⑥26-4 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成 26年３月

31日以前居住用） 

個⑥026-3 認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書 



40 

改 正 後 改 正 前 

個⑥26-5 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成 26年４月

１日以後居住用） 

（新設） 



41 

改 正 後 改 正 前 

 

 

 



42 

改 正 後 改 正 前 

個⑥027 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附

金控除額の計算明細書 

個⑥027 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附

金控除額の計算明細書 



43 

改 正 後 改 正 前 

  



44 

改 正 後 改 正 前 

個⑥029-1 債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に

関する明細書 

（新設） 

債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書 

         

      

         

（平成  年分）                   氏 名               
 

債 務 の 種 類 ①  

 

債 権 者 

氏 名 又 は 名 称 ②  
 

住所又は所在地 ③  

債 務 の 免 除 を 受 け た 理 由 ④ 

□ 破産法の免責許可の決定があったため   
□ 民事再生法の再生計画認可の決定があったため  
□ その他 
 
 
 

 

債 務 の 免 除 を 受 け た 日 ⑤ 年   月   日   
 

債 務 の 免 除 に よ り 受 け る 
経 済 的 な 利 益 の 金 額 

⑥ 
円  

債

務

の

免

除

を

受

け

た

年

に

お

け

る

損

失

の

金

額

等 

右の所得の金額

の計算上生じた

損 失 の 金 額 

不 動 産 所 得 ⑦ 
   

事 業 所 得 ⑧ 
 

山 林 所 得 ⑨ 
 

雑 所 得 ⑩ 
 

総所得金額、退職

所得金額又は山林

所得金額の計算上

控除する純損失の

金額の計算 

純 損 失 の 金 額 ⑪ 
  

総 所 得 金 額 、 
退職所得金額又
は山林所得金額 

⑫ 
（赤字のときは０）  

⑪と⑫のいずれか 

少 な い 金 額 
⑬  

 

計 
（ ⑦ ＋ ⑧ ＋ ⑨ ＋ ⑩ ＋ ⑬ ） 

⑭  
 

総 収 入 金 額 に 算 入 す る 金 額 

(⑥と⑭のいずれか少ない金額) 
⑮  

 

総収入金額に算入されない金額 

（ ⑥ － ⑮ ） 
⑯  

 

 

不動産所得用 
事業所得用  
山林所得用  
雑 所 得 用  

当てはまるものを 
   で囲んでく

ださい。 

債務の免除を受けた所得
にのみ書いてください。 
なお、損失の金額は、⑥
の金額がないものとして
計算した金額を書いてく
ださい。 

⑥の金額を総収入金額に
算入して計算した場合に
おける金額を書いてくだ
さい。 

前年分までの所得から引
ききれなかった純損失の
金額（前年の申告書第四表
（二）を参照してくださ
い。）を書いてください。 

不動産所得、事業所得、山
林所得又は雑所得の金額
の計算上、総収入金額に算
入します。 



45 

改 正 後 改 正 前 

  

債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書 

 

この明細書は、所得税法（以下「所法」といいます。）第 44条の２に規定する債務免除を受けた場合の経済的

利益の総収入金額不算入の特例の適用を受ける場合に使用します。 

この明細書は、債務の免除を受けた日の属する年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

(1) 「①」欄には、借入金、未払金又は買掛金などと書いてください。 

(2) 「②」欄及び「③」欄には、債権者の氏名又は名称及び住所又は所在地を書いてください。 

(3) 「④」欄は、該当する「□」欄をチェックしてください。 

   なお、「その他」に該当する場合には、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である旨をか

っこ内に具体的に書いてください。 

(4) 「⑥」欄は、金額の頭部に△を付けないで書いてください。 

(5) 「⑦」欄は、不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合に、当該債務の免除を受けた年

分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額（当該債務の免除により受ける経済的な利益の金額がな

いものとして計算した金額）を書いてください。 

なお、金額の頭部に△を付けないで書いてください。 

(6) 「⑧」欄は、事業所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合に、当該債務の免除を受けた年分

の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額（当該債務の免除により受ける経済的な利益の金額がないも

のとして計算した金額）を書いてください。 

なお、金額の頭部に△を付けないで書いてください。 

(7) 「⑨」欄は、山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合に、当該債務の免除を受けた年分

の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額（当該債務の免除により受ける経済的な利益の金額がないも

のとして計算した金額）を書いてください。 

なお、金額の頭部に△を付けないで書いてください。 

(8) 「⑩」欄は、雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合に、当該債務の免除を受けた年分の

雑所得の金額の計算上生じた損失の金額（当該債務の免除により受ける経済的な利益の金額がないものと

して計算した金額）を書いてください。 

なお、金額の頭部に△を付けないで書いてください。 

(9) 「⑪」欄は、金額の頭部に△を付けないで書いてください。 

(10) 「⑫」欄は、債務の免除により受ける経済的な利益の金額を総収入金額に算入した場合の総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額の合計額を書いてください。 

２ 提出先 

納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

所法第 44条の２ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥031 退職給与引当金に関する明細書【裏面】 個⑥031 退職給与引当金に関する明細書【裏面】 
退職給与引当金に関する明細書 

 

この明細書は、青色申告者が所得税法（以下「所法」といいます。）第 54条の規定による退職給与引当金の繰

入れを行う場合に使用します。 

この明細書は、退職給与引当金の繰入れを行う年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄には、本年末に在職する使用人（生計を一にする配偶者その他の親族を除きます。）の全員が同

日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に、退職給与規程の定めにより計算される退職給

与の合計額を記載します。 

 ⑵ 「②」欄及び「⑤」欄には、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等（以下「年金契約等」といい

ます。）を締結している場合又は確定給付企業年金を実施している場合で、退職給与規程において退職給与

のうちに年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金に係る規約に基づく給付金を含む旨を規定して

いるときに、その契約又は規約に基づく給付金の合計額を記載します。 

 ⑶ 「④」欄には、⑴に該当する使用人のうち前年 12 月末日から引き続き在職している者の全員が、同日に

おいて自己の都合により退職するものと仮定した場合に、その日現在の退職給与規程により計算した退職給

与の額の合計額を記載します。 

 ⑷ 「⑧」欄には、原則として労働協約による退職給与規程以外の規定を定めている場合に、本年末に在職す

る使用人（生計を一にする配偶者その他の親族及び日々雇い入れる者、臨時に期間を定めて雇い入れる者そ

の他退職給与の支給の対象とならない者を除きます。）に本年中に支払った給料、賃金、賞与及びこれらの

性質を有する給与の合計額を記載します。 

 ⑸ 「退職年金制度へ移行した場合の累積限度額の計算内訳」の各欄は、適格退職年金契約を締結している場

合、厚生年金基金（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律附則第３条第 12号に規定する厚生年金基金をいいます。）を設立している場合又は確定給付企業年金若し

くは確定拠出企業型年金を実施している場合で、退職給与規程の改正等に伴い、それまで退職給与として支

給されることとなっていた金額の全部又は一部を年金契約等の給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定

給付企業年金規約に基づく給付金として支給することとなった、又は各企業型年金加入者の個人別管理資産

に充てるために払い込まれていることとなった年（移行年）に調整前累積限度超過額（「○Ｅ」欄の金額をい

います。）が生じたときに、その移行年から「○Ｋ」欄の金額が「○Ｉ」欄の金額以下となる最初の年の前年ま

での各年において記載し、この表で計算した累積限度額（「○Ｌ」欄の金額）を「⑬」欄に転記します（所得

税法施行令第 156条第３号参照）。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

所法第 54条、平成 10年中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の設備等に関す

る政令附則第 11条 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥035-1 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明

細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

個⑥035-1 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明

細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 25 年改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10 条第１項、

第２項及び第３項に規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合（旧措法第 10条の２

第１項及び第２項に規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例の規定により読み替えて適用する

場合を含みます。）に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、この特別控除は、事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄には、本年分の必要経費に算入される試験研究費の額を記載します。 

 ⑵ 「②」欄には、「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及

び基準試験研究費の額の計算に関する明細書」の「⑤」欄の金額を記載します。 

 ⑶ 「④」欄には、「③≧10％」の場合には「0.1」と記載し、「⑤」欄には、「③＜10％」の場合には「③×0.2＋

８/100」で計算した金額を記載します。 

 ⑷ 「⑥」欄には、「⑤」欄の記載がない場合には「①×④」の金額を記載し、「⑤」欄の記載がある場合には「①

×⑤」の金額を記載します。 

 ⑸ 「⑦」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

  (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、旧措法第 10条から第 10条

の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（旧措法 41、41 の３の２）、政

党等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18 の２）、公益

社団法人等寄附金特別控除（旧措法 41の 18の３）、特定震災指定寄附金特別控除（平成 25年改正前の東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「旧震災特例法」といいます。）

８）、住宅耐震改修特別控除（旧措法 41の 19の２）、住宅特定改修特別税額控除（旧措法 41の 19の３）、

認定長期優良住宅新築等特別税額控除（旧措法 41 の 19 の４）、電子証明書等特別控除（旧措法 41 の 19

の５）、外国税額控除（平成 25年改正前の所得税法 95）及び旧震災特例法第 10条の２から第 10条の４ま

での所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑹ 「⑧」欄は、平成 22年、平成 23年及び平成 24年の各年分については「20又は」を消し、平成 25年分につ

いては「又は 30」を消します。 

⑺ 「⑩」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑬」欄のＢの金額を記載します。 

⑻ 「⑬」欄には、「⑤」欄の記載がない場合には「0.02」と記載し、「⑤」欄の記載がある場合には「0.12－（⑤

欄の割合）」を小数で記載します。 

⑼ 「⑰」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑭」欄のＢの金額を記載します。 

⑽ 「⑲」欄は、平成 23 年から平成 25 年の各年分において旧措法第 10 の２第４項第１号に規定する平成 22 年

分繰越税額控除限度超過額又は同項第２号に規定する平成 23 年分繰越税額控除限度超過額を有する場合には

「⑧又は」を消し、その他の場合には「又は⑦×30/100」を消します。 

⑾ 「㉔」欄には、「繰越税額控除限度超過額等に関する明細書」の「①のＡ」≦「繰越税額控除限度超過額等に

関する明細書」の「③のＢ」の場合には「０」を記載します。 

⑿ 「㉕」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑪のＢ」及び「⑫のＢ」の金額

の合計額を記載します。 

⒀ 「㉘」欄には、本年分の試験研究費のうちに特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費に係る

試験研究の内容を記載します。 

(注) その特別試験研究費が平成 25年改正前の租税特別措置法施行令第５条の３第 12項第１号から第３号まで

及び第５号から第８号までに掲げる試験研究に係るものであるときには、所定の証明書の添付が必要となり

ます。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条、第 10条の２、平成 25年所法等改正法附則第 34条 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥035-2 繰越税額除限度超過額等に関する明細書【裏面】 個⑥035-2 繰越税額控除限度超過額等に関する明細書【裏面】 

繰越税額控除限度超過額等に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 25 年分以前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10 条第１

項、第２項及び第３項に規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合（旧措法第 10

条の２第１項及び第２項に規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例の規定により読み替え

て適用する場合を含みます。）に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、この特別控除は、事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「繰越税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄、「平成 22 年分繰越税額控除限度超過額の計算」

の「本年分」の各欄及び「平成 23 年分繰越税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄の記載に当た

っては、次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次により記載します。 

  イ 平成 22年分 「平成 22年分繰越税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄にのみ記載します。 

  ロ 平成 23年分 「平成 23年分繰越税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄にのみ記載します。 

  ハ 平成 24年分又は平成 25年分 「繰越税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄にのみ記載しま

す。 

⑵ 「翌年繰越税額控除限度超過額等の計算」の「総額」欄には試験研究費の総額に係るものを記載し、「特

別」欄には特別試験研究費に係るものを記載します。 

⑶ 「前年繰越額又は本年税額控除限度額④」、「⑦」、「⑩」の「平成  年分（前年分）」の各欄には、前年

のこの明細書の「翌年繰越額⑥」、「⑨」、「⑫」の金額（外書の金額を含みます。）をそれぞれ記載し、「本年

分」の各欄には「試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書」の「⑥」又は「⑭」の金

額を記載します。 

⑷ 「本年控除可能額⑤」、「⑧」、「⑪」の「本年分」の各欄には「試験研究費の総額等に係る所得税額の特別

控除に関する明細書」の「⑨」又は「⑯」の金額を記載します。 

⑸ 「翌年繰越額⑥」、「⑨」、「⑫」の各欄の外書には、旧措法第 10 条の６の所得税の額から控除される特別

控除額の特例の規定の適用を受ける場合（平成 25 年改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第 10 条の４などの規定により読み替えて適用される場合を含みます。）に、「所得

税の額から控除される特別控除額の関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額を記載します。 

  この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて計算します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条、第 10条の２、平成 25年所法等改正法附則第 34条 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥35-3 中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に

関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

個⑥35-3 中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に

関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 
中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 25年分以前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10条第４項及び

第５項に規定する中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合（旧措法第 10条の２

第１項及び第３項に規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例の規定により読み替えて適用する場

合を含みます。）に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、この特別控除は、旧措法第 10条第１項から第３項までに規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控

除を適用する年分及び事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄には、本年分の必要経費に算入される試験研究費の額を記載します。 

 ⑵ 「③」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

  (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、旧措法第 10条から第 10条の

６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（旧措法 41、41 の３の２）、政党等

寄附金特別控除（旧措法 41の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（旧措法 41の 18 の２）、公益社団法

人等寄附金特別控除（旧措法 41の 18の３）、特定震災指定寄附金特別控除（平成 25年改正前の東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「旧震災特例法」といいます。）８）、住宅

耐震改修特別控除（旧措法 41の 19の２）、住宅特定改修特別税額控除（旧措法 41の 19の３）、認定長期優

良住宅新築等特別税額控除（旧措法 41の 19の４）、電子証明書等特別控除（旧措法 41の 19の５）、外国税

額控除（平成 25年改正前の所得税法 95）及び旧震災特例法第 10条の２から第 10条の４までの所得税額の

特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑶ 「④」欄は、平成 22年、平成 23年及び平成 24年の各年分については「20又は」を消し、平成 25年分につい

ては「又は 30」を消します。 

⑷ 「⑥」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑲」欄のＢの金額を記載します。 

⑸ 「⑧」欄は、平成 23 年から平成 25 年の各年分において旧措法第 10 条の２第４項第３号に規定する平成 22 年

分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は同項第４号に規定する平成 23 年分繰越中小企業者税額控除限度超過

額を有する場合には「④又は」を消し、その他の場合には「又は③×30/100」を消します。 

⑹ 「⑭」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑱」欄のＢの金額を記載します。 

⑺ 「繰越中小企業者税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄、「平成 22 年分繰越中小企業者税額控除限

度超過額の計算」の「本年分」の各欄及び「平成 23年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の計算」の「本年分」

の各欄の記載に当たっては、次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次により記載します。 

 イ 平成 22 年分 「平成 22 年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄にのみ記載し

ます。 

 ロ 平成 23 年分 「平成 23 年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄にのみ記載し

ます。 

 ハ 平成 24 年分又は平成 25 年分 「繰越中小企業者税額控除限度超過額の計算」の「本年分」の各欄にのみ記

載します。 

⑻ 「前年繰越額又は本年税額控除限度額⑳」、「㉓」、「㉖」の「平成  年分（前年分）」の各欄には、前年のこの

明細書の「翌年繰越額㉒」、「㉕」、「㉘」の金額（外書の金額を含みます。）をそれぞれ記載し、「本年分」の各欄

には「②」又は「⑤」の金額を記載します。 

⑼ 「翌年繰越額㉒」、「㉕」、「㉘」の各欄の外書には、旧措法第 10条の６の所得税の額から控除される特別控除額

の特例の規定の適用を受ける場合（旧震災特例法第 10条の４などの規定により読み替えて適用される場合を含み

ます。）に、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額

を記載します。 

この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて計算します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条、第 10条の２、平成 25年所法等改正法附則第 34条 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥035-4 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する

明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

個⑥035-4 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する

明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が平成 26年改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）第 10条

第６項に規定する試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、この特別控除は、事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄には、本年分の必要経費に算入される試験研究費の額を記載します。 

 ⑵ 「③」欄には、「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究

費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書」（以下「明細書」といいます。）の「⑩」欄の

金額を記載します。 

 ⑶ 「④」欄には、明細書の「⑪」欄の金額を記載します。 

 ⑷ 「⑨」欄には、明細書の「⑤」欄の金額を記載します。 

 ⑸ 「⑰」欄は、旧措法第 10 条第６項第１号の規定の適用を受ける場合には「又は⑯の金額」を消し、

同項第２号の規定の適用を受ける場合には「⑧の金額又は」を消して記載します。 

 ⑹ 「⑱」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑪」欄のＢの金額を記

載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条、平成 26年所法等改正法附則第 50条 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥035-5 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明

細書（平成 26年分以降用） 

（新設） 

 

 
 

 
 

 

（
平
成
26
年
分
以
降
用
） 

 

試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

（平成   年分）                     氏 名              

試 

験 

研 

究 

費 

の 

総 

額 

に 

係 

る 

税 

額 

控 

除 

試 験 研 究 費 の 額 ① 
円 

前

年

繰

越

分 

差 引 本 年 税 額 基 準 額 残 額 

（⑧－⑨－⑯） 
⑲ 

円 

平 均 売 上 金 額 ②  
繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 

（㉚の「平成 年分」（総額＋特別）） 
⑳ 

 

試 験 研 究 費 割 合 

（①÷②） 
③  

同上のうち本年繰越税額控除可能額 

（⑲と⑳のうち少ない金額） 

（（㉗のＡ）≦（㉙のＢ）の場合は０) 

㉑ 

 

係
る
税
額
控
除
割
合 

試
験
研
究
費
の
総
額
に 

③ ≧ 10 ％ の 場 合 ④ 0.1 所 得 税 額 超 過 構 成 額 ㉒  

③ ＜ 10 ％ の 場 合 

（③×0.2＋
8    
100 ） 

(小数点以下３位未満切捨て) 

⑤ 

 

本 年 繰 越 税 額 控 除 額 

（㉑－㉒） 
㉓  

税 額 控 除 限 度 額 

（（①×④）又は（①×⑤）） 
⑥ 

 
所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 

（⑪＋⑱＋㉓） 
㉔ 

 

事 業 所 得 に 係 る 所 得 税 額 ⑦  
特 別 試 験 研 究 費 の 額 の 明 細 

特 別 試 験 研 究 の 内 容 特 別 試 験 研 究 費 の 額 

本 年 税 額 基 準 額 

（⑦×
20又は30
       

100 ） 
⑧  

㉕ ㉖ 

 円 

本 年 税 額 控 除 可 能 額 

（⑥と⑧のうち少ない金額） 
⑨  

 
 

計  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑩  繰 越 税 額 控 除 の 計 算 に 関 す る 明 細 
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⑫ 

 

試 験 研 究 費 の 額 ㉗ 
円 円 

 
12 

事業を営んでいた月数 
㉘  

12 

 

 
改定試験研究費の額 

（㉗×㉘） 
㉙  

円 

特別試験研究費に係る税額控除割合 

（
12    
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可 能 額 

翌年繰越額 

（㉚－㉛） 

㉚ ㉛ ㉜ 

特 別 研 究 税 額 控 除 限 度 額 

（⑫×⑬） 
⑭ 

 

平成 年分 

（前年分） 
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額 

円 円 
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額 

(⑥の金額) (⑨の金額） 外         円 

本 年 税 額 控 除 可 能 額 

（⑭と⑮のうち少ない金額） 
⑯  

特 
別 

(⑭の金額） (⑯の金額） 外 
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計
算 
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改 正 後 改 正 前 

  

試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第 10 条第１項、第２項及び第３項に規定

する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合（措法第 10 条の２第１項に規定する試験研究を行

った場合の所得税額の特別控除の特例の規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、この特別控除は、事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

⑴ 「①」欄には、本年分の必要経費に算入される試験研究費の額を記載します。 

⑵ 「②」欄には、「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基

準試験研究費の額の計算に関する明細書」の「⑤」欄の金額を記載します。 

⑶ 「④」欄には、「③≧10％」の場合には「0.1」と記載し、「⑤」欄には、「③＜10％」の場合には「③×0.2＋８/100」

で計算した金額を記載します。 

⑷ 「⑥」欄には、「⑤」欄の記載がない場合には「①×④」の金額を記載し、「⑤」欄の記載がある場合には「①×⑤」

の金額を記載します。 

⑸ 「⑦」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額        
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、租法第 10条から第 10条の６

までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法 41、41 の３の２）、政党等寄附

金特別控除（措法 41の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法 41の 18の２）、公益社団法人等寄附

金特別控除（措法 41の 18の３）、住宅耐震改修特別控除（措法 41の 19の２）、住宅特定改修特別税額控除

（措法 41の 19の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法 41の 19の４）、外国税額控除（所得税法 95）及

び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）

第 10条の２から第 10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑹ 「⑧」欄は、平成 26年及び平成 27年の各年分については「20又は」を消し、平成 28年分以降については「又は

30」を消します。 

⑺ 「⑩」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑦」欄のＢの金額を記載します。 

⑻ 「⑬」欄には、「⑤」欄の記載がない場合には「0.02」と記載し、「⑤」欄の記載がある場合には「0.12－（⑤欄

の割合）」を小数で記載します。 

⑼ 「⑰」欄は、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑧」欄のＢの金額を記載します。 

⑽ 「㉒」欄は、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑤のＢ」及び「⑥のＢ」の金額の合計

額を記載します。 

 ⑾ 「㉕」欄は、本年分の試験研究費のうちに特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費に係る試験研究

の内容を記載します。 

(注) その特別試験研究費が租税特別措置法施行令第５条の３第 12項第 1号から第３号まで及び第５号から第８号

までに掲げる試験研究に係るものであるときには、所定の証明書の添付が必要となります。 

 ⑿ 「翌年繰越税額控除限度超過額の計算」の「総額」欄には試験研究費の総額に係るものを記載し、「特別」欄には

特別試験研究費に係るものを記載します。 

 ⒀ 「前年繰越額又は本年税額控除限度額㉚」の「平成 年分（前年分）」の各欄には、前年のこの明細書の「翌年繰

越額㉜」（前年が平成 25年分の場合は、「繰越税額控除限度超過額等に関する明細書」の「翌年繰越額⑥」）の金額（外

書の金額を含みます。）をそれぞれ記載し、「本年分」の各欄には「⑥」又は「⑭」の金額を記載します。 

 ⒁ 「翌年繰越額㉜」の各欄の外書には、措法第 10 条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適

用を受ける場合（震災特例法第 10 条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に、「所得税の額

から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額を記載します。 

   この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて計算します。 

２ 提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

 措法第 10条、第 10条の２ 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥035-6 中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除

に関する明細書（平成 26年分以降用） 

 

（新設） 
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改 正 後 改 正 前 

  
中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第 10条第４項及び第５項に規定する中

小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合（措法第 10 条の２第１項に規定する試

験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例の規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

 なお、この特別控除は、措法第 10 条第１項から第３項までに規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控

除を適用する年分及び事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄には、本年分の必要経費に算入される試験研究費の額を記載します。 

 ⑵ 「③」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

  (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第 10 条から第 10 条の

６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法 41、41の３の２）、政党等寄

附金特別控除（措法 41 の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法 41 の 18 の２）、公益社団法人等

寄附金特別控除（措法 41 の 18 の３）、住宅耐震改修特別控除（措法 41 の 19 の２）、住宅特定改修特別税

額控除（措法 41 の 19 の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法 41 の 19 の４）、外国税額控除（所得税

法 95）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」と

いいます。）第 10条の２から第 10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額

です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑶ 「④」欄は、平成 26年及び平成 27年の各年分については「20又は」を消し、平成 28年分以降については「又

は 30」を消します。 

⑷ 「⑥」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑩」欄のＢの金額を記載します。 

⑸ 「⑪」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑨」欄のＢの金額を記載します。 

⑹ 「前年繰越額又は本年税額控除限度額⑰」の「平成  年分（前年分）」欄には、前年のこの明細書の「翌年

繰越額⑲」（前年が平成 25年分の場合は、「中小企業者が試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する

明細書（平成 22年分以降用）」の「翌年繰越額㉒」）の金額（外書の金額を含みます。）を記載し、「本年分」の

各欄には「②」又は「⑤」の金額を記載します。 

⑺ 「翌年繰越額⑲」欄の外書には、措法第 10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適

用を受ける場合（震災特例法第 10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に、「所得税

の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額を記載します。 

 この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて計算します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  措法第 10条、第 10条の２ 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥036 試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関

する明細書 
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改 正 後 改 正 前 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥036 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する明

細書 

 

個⑥036-1 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する

明細書 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

 

 

 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥036-1 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金

額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書【裏面】 

 

個⑥036-2 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金

額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書【裏面】 

 
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除における平均売上金額、 

比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 

 

１ 記載要領 

 Ⅰ 平均売上金額の計算に関する明細書 

   この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第 10 条第１項及び第６

項第２号に規定する試験研究を行った場合の所得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

   この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

   なお、この特別控除は、事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

  ⑴ 「①」欄には、適用を受ける年分開始の日前３年以内に開始した各年分を記載します。 

  ⑵ 「②」欄の各欄及び「④」欄には、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲

渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額を記載します。 

  ⑶ 「③」欄の分母には、事業を営んでいた期間の月数を記載します。 

   (注) 「月数」は、暦に従って計算し、１月に満たない端数は１月とします。 

 Ⅱ 比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 

この明細書は、青色申告者が措法第 10条第６項第１号（平成 26年改正前の租税特別措置法（以下

「旧措法」といいます。）第 10 条第６項第１号を含みます。）に規定する試験研究を行った場合の所

得税額の特別控除を受ける場合に使用します。 

この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

なお、この特別控除は、事業を廃止した日の属する年分は受けられませんので、ご注意ください。 

  ⑴ 「⑥」欄には、適用を受ける年分開始の日前３年以内に開始した各年分を記載します。 

  ⑵ 「⑧」欄の分母には、事業を営んでいた期間の月数を記載します。 

   (注) 「月数」は、暦に従って計算し、１月に満たない端数は１月とします。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  措法第 10条、旧措法第 10条 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥037 試験研究費の総額・特別共同試験研究費に係る所得税額の特別

控除に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 

  



62 

改 正 後 改 正 前 

個⑥037 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明細

書 

個⑥037-1 試験研究費の総額等に係る所得税額の特別控除に関する明

細書 

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

  

（同左） 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥038 中小企業者の試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する

明細書 



65 

改 正 後 改 正 前 

（削除）  
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改 正 後 改 正 前 

個⑥041     の割増償却に関する明細書【裏面】 個⑥041     の割増償却に関する明細書【裏面】 

         の割増償却に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）などに規定する各種の割増償

却の適用を受ける場合に使用します。 

 なお、平成 20年４月１日以後に締結する所有権移転外リース取引に係る契約により取得したものについ

ては、これらの割増償却の適用はありません。 

 この明細書は、これらの割増償却の適用を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 標題「      の割増償却に関する明細書」の空白の箇所には、適用を受ける割増償却が措法な

どに規定するいずれの割増償却であるかを、例えば、措法第 13条《障害者を雇用する場合の機械等の

割増償却等》の適用を受けるときは「障害者を雇用する場合の機械等」などのように記載します。 

 ⑵ この明細書は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄の記載方法に準じて記載します。 

 ⑶ 「⑤」欄には、所得税法第 42条又は第 43条の規定の適用を受けた資産については、実際の取得（製

作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

 ⑷ 「⑫」欄には、通常の使用時間を超えて使用した機械装置について、所得税法施行令第 133 条の規

定による増加償却の特例の適用を受けることとしたときに、その増加償却費の額を記載します。 

   なお、定率法又は取替法を採用している者が「普通償却費」欄の計算をする場合において、前年か

らの割増償却費の繰越額（前年償却不足額）があるときは、その繰越額は既に償却されたものとみな

してその年分の普通償却費の額を計算します。 

 ⑸ 「⑭」欄には、「⑬」欄の金額に予定の割増償却率を乗じて計算した金額を記載します。 

   なお、（ ％）内には、その割増償却率を記載します。 

 ⑹ 「⑱」欄には、「⑭」欄の割増償却可能額の全額をその年分の必要経費に算入しなかったため、翌年

に繰り越す割増償却可能額がある場合に、その繰り越した金額を記載します。 

  (注) 「⑮」欄の金額は、更に翌年に繰り越すことはできません。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  措法第 12条、第 13条、第 13条の２、第 13条の３、第 14条の２、第 15条 等 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥041-1 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

に関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

個⑥041-1 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

に関する明細書（平成 22年分以降用）【裏面】 

中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者である中小企業者が平成 26 年改正前の租税特別措置法（以下「旧措法」といいます。）

第 10 条の３第３項及び第４項に規定する中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける

場合に使用します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「①」欄の空欄には、この規定の適用を受ける該当号を記載します。 

 ⑵ 「②」欄及び「③」欄には、特定機械装置等の耐用年数省令別表第一又は別表第二に定める種類及び設備の名

称を記載します。 

 ⑶ 「⑥」欄には、平成 26年改正前の所得税法（以下「旧所法」といいます。）第 42条又は第 43条の規定の適用

を受けた資産については、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

 ⑷ 「⑦」欄には、旧措法第 10 条の３第１項第４号に掲げる減価償却資産については、「⑥」欄の金額に 75/100

を乗じて計算した金額を記載します。 

 ⑸ 「⑩」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

                      事業所得の金額  

                       総所得金額 

  (注)１ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、旧措法第 10 条から第 10 条

の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（旧措法 41、41の３の２）、政党

等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18 の２）、公益社

団法人等寄附金特別控除（旧措法 41 の 18 の３）、特定震災指定寄附金特別控除（平成 26 年改正前の東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「旧震災特例法」といいます。）８）、

住宅耐震改修特別控除（旧措法 41 の 19 の２）、住宅特定改修特別税額控除（旧措法 41 の 19 の３）、認定

（長期優良）住宅新築等特別税額控除（旧措法 41 の 19 の４）、電子証明書等特別控除（平成 25 年改正前

の措法 41 の 19 の５）、外国税額控除（旧所法 95）及び旧震災特例法第 10 条の２から第 10 条の４までの

所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算した額です。 

    ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額です。 

⑹ 「⑬」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「○24」欄のＢの金額を記載します。 

⑺ 「⑱」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「○23」欄のＢの金額を記載します。 

⑻ 「○23」欄の外書には、旧措法第 10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適用を受け

る場合（旧震災特例法第 10条の４などの規定により読み替えて適用される場合を含みます。）に、「所得税の額

から控除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額を記載します。 

  この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

⑼ 「機械装置等の概要」欄には、減価償却資産が特定機械装置等に該当することの詳細を記載します。 

２ 提出先 

  納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

  旧措法第 10条の３ 

総所得金額に係る所得税額 × 
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改 正 後 改 正 前 

個⑥041-2 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

に関する明細書（平成 26年分以降用） 

（新設） 

 

 

（平成   年分）                             氏 名            

資 

産 

区 

分 

租税特別措置法第10条の３第１項各号の該当号 
及 び 特 定 生 産 性 向 上 設 備 等 の 該 当 区 分 

① 
第    号 
特定生産性向上設備等 

第    号 
特定生産性向上設備等 

第    号 
特定生産性向上設備等 

第    号 
特定生産性向上設備等 

第    号 
特定生産性向上設備等 

種 類 ②      

機 械 装 置 等 の 名 称 ③      

取 得 年 月 日 ④ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

指定事業の用に供した年月日 ⑤ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 平 ・ ・ 

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額 ⑥ 
円 円 円 円 円 

改 定 取 得 価 額 

（⑥又は⑥×
 75 
100） 

⑦      

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
翌 年 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 

 

本 
 

 
 

年 
 

 
 

分 

  

    

 

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

以

外

の

も

の 

    

取 得 価 額 の 合 計 額 
⑦のうち特定生産性向上設備等 
以外のものに係る額の合計額 

⑧ 
円 

 

税 額 控 除 限 度 額 

（⑧×
 7 
100） 

⑨  

事業所得に係る所得税額 ⑩  

本 年 税 額 基 準 額 

（⑩×
 20 
100） 

⑪  

本 年 税 額 控 除 可 能 額 
(⑨と⑪のうち少ない金額) 

⑫  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑬  

本 年 税 額 控 除 額 
（⑫－⑬） 

⑭  

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等 

取 得 価 額 の 合 計 額 
⑦のうち特定生産性向上設備等 
に 係 る 額 の 合 計 額 

⑮  

税 額 控 除 限 度 額 

（⑮×
100
10 ） 

⑯  

本 年 税 額 基 準 額 残 額 
（⑪－⑫） 

⑰  

 

本

年

分 

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等 

本 年 税 額 控 除 可 能 額 
（⑯と⑰のうち少ない金額） 

⑱ 
円 

 

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ⑲ 
 

本 年 税 額 控 除 額 
（⑱－⑲） 

⑳ 
 

前

年

繰

越

分 

差 引 本 年 税 額 基 準 額 残 額 
（⑪－⑫－⑱） 

㉑ 
 

繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 
（㉗の「平成  年分」） 

㉒  

同上のうち本年繰越税額控除可能額 
(㉑と㉒のうち少ない金額) 

㉓  

所 得 税 額 超 過 構 成 額 ㉔  

本 年 繰 越 税 額 控 除 額 
（㉓－㉔） 

㉕  

所 得 税 額 の 特 別 控 除 額 
（⑭＋⑳＋㉕） 

㉖  

 

年     分 
前 年 繰 越 額 又 は 
本 年 税 額 控 除 限 度 額 

本 年 控 除 可 能 額 等 
翌 年 繰 越 額 

（㉗－㉘） 

㉗ ㉘ ㉙ 

平成    年分 

（前 年 分） 

(前年の㉙の本年分の金額)  円 円 
 

本年分 

生 産 性 以 外 
(⑨の金額) (⑫の金額) 外              円 

生 産 性 
(⑯の金額) (⑱の金額) 外 

本 年 分 計 
   

合     計    

機 械 装 置 等 の 概 要  

 

中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 
 
 
 

 

（
平
成
26
年
分
以
降
用
） 
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改 正 後 改 正 前 

  

中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 

 

 この明細書は、青色申告者である中小企業者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第10条の３第５項

から第７項までに規定する中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合に使用

します。 

 この明細書は、この特別控除を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

⑴ 「①」欄の空欄には、この規定の適用を受ける該当号を記載します。 

  なお、特定生産性向上設備等に該当するものである場合には、「特定生産性向上設備等」を○で囲みます。 

⑵ 「②」欄及び「③」欄には、特定機械装置等の耐用年数省令別表第一又は別表第二に定める種類又は設備の

名称を記載します。 

⑶ 「⑥」欄には、所得税法（以下「所法」といいます。）第42条又は第43条の規定の適用を受けた資産につい

ては、実際の取得（製作）価額から国庫補助金等の金額を控除した金額を記載します。 

⑷ 「⑦」欄には、措法第10条の３第１項第４号に掲げる減価償却資産については、「⑥」欄の金額に
75  
100

を乗 

 じて計算した金額を記載します。 

⑸  「⑩」欄には、次の算式により計算した額を記載します。 

     総所得金額に係る所得税額 × 
事業所得の金額                
総所得金額

 

(注) １ 上記の算式中の「総所得金額に係る所得税額」は、配当控除後の額をいい、措法第10条から第10条

の６までの所得税額の特別控除、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（措法41、41の３の２）、政

党等寄附金特別控除（措法41の18）、認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除（措法41の18の２）、公益社団

法人等寄附金特別控除（措法41の18の３）、住宅耐震改修特別控除（措法41の19の２）、住宅特定改修

特別税額控除（措法41の19の３）、認定住宅新築等特別税額控除（措法41の19の４）、外国税額控除（所

法95）及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」

といいます。）第10条の２から第10条の４までの所得税額の特別控除などの規定を適用しないで計算

した額です。 

   ２ 上記の算式中の分母の「総所得金額」は、純損失や雑損失の繰越控除前の黒字の所得金額の合計額

です。 

⑹ 「⑬」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑮」欄のＢの金額を記載します。 

⑺ 「⑲」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑯」欄のＢの金額を記載します。 

⑻ 「㉔」欄には、「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の「⑭」欄のＢの金額を記載します。 

⑼ 「㉙」欄の外書には、措法第10条の６の所得税の額から控除される特別控除額の特例の規定の適用を受ける

場合（震災特例法第10条の４などの規定により読み替えて適用する場合を含みます。）に、「所得税の額から控

除される特別控除額に関する明細書」の「所得税額超過構成額Ｂ」の各欄の金額を記載します。 

  この場合において、「合計」欄の記載に当たっては、この金額を含めて書きます。 

⑽ 「機械装置等の概要」欄には、減価償却資産が特定機械装置等に該当することの詳細を記載します。 

２ 提出先 

 納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

 措法第10条の３ 
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改 正 後 改 正 前 

（削除） 個⑥044 中小企業者が機械等を指定事業の用に供しなくなった場合の

リース特別控除取戻税額に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 

（削除）  
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改 正 後 改 正 前 

個⑥046 炭鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 個⑥046 炭鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 
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改 正 後 改 正 前 

  

 

 

 

探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 

 

この明細書は、青色申告者が租税特別措置法（以下「措法」といいます。）第22条の規定による探鉱準備金の積立て

を行う場合又は措法第23条の規定による新鉱床探鉱費の特別控除の適用を受ける場合に使用します。 

なお、この明細書は、これらの特別控除の適用を受ける年分の確定申告書に添付してください。 

１ 記載要領 

 ⑴ 「１の⑴ 探鉱準備金の積立額の計算の明細」について 

「①」欄には、本年の指定期間内における次の収入金額の合計額を記載します。 

イ 鉱物の販売による収入金額 

 

 

ロ                                 ×  

 

 

 ⑵ 「１の⑵ 探鉱準備金の取崩しに関する明細」について 

  イ 「⑬」欄には、前年から繰り越された準備金を、本年中に任意に取り崩した場合にその取崩額を記載し

ます。   

  ロ 「⑭」欄には、積み立てた年の翌年１月１日から３年を経過した準備金について、次の金額を記載しま

す。 

    （本年の年初に繰り越された額）－（本年中に任意に取り崩した額） 

 (注) この準備金は、積み立てた年の翌年１月１日から３年を経過したときは、経過した日の属する年に、

取り崩して総収入金額に算入することになっています。 

⑶ 「２ 新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書」について 

「⑰」欄には、本年中に支出した探鉱のための地質調査、ボーリング、坑道の掘さくに要した費用等の

合計額を記載します。 

２ 提出先 

    納税地を所轄する税務署長 

３ 根拠条文 

   措法第22条、第23条 

 

鉱物を原材料として製造した 

物 品 の 販 売 に よ る 収 入 金 額 

原材料である鉱物の採掘から選鉱までに

要した原材料費、労務費及び経費の合計額 

その物品の製造に要した原材料費、 

労 務 費 及 び 経 費 の 合 計 額 


